
                                           

 

 

口座名義変更にかかる手続きの時期を誤ると、給与等の口座への振込不能が発生する場合が 

あります。 

令和 7 年度から振込不能に伴う手数料の支払いが発生しています。 

振込不能防止のため、ご協力をお願いします。 

 

（１）改姓にかかる学校の事務担当者への申し出について 

 改姓した場合は、まず、学校の事務担当者に申し出てください。 

 
（２）改姓にかかる給与等振込口座の名義変更の流れについて 

基本的な流れは以下のとおりですが、期末勤勉手当支給月など例月と異なる場合があります 

ので、学校の事務担当者にご相談ください。 
 

○⼝座名義変更時期：当⽉給与⽀給後、当月末までに 
  
 
 
 
 
 
 
（３）金融機関での手続きについて 

  窓口申請に係る予約の有無や必要書類は、各金融機関にご確認ください。 

 
（４）新姓・旧姓どちらでも振込むことができる別読

べつよみ

登録について 

  口座名義を新姓で登録する際に、旧姓でも口座の取扱いができるように登録するものです。 

   別読登録を同時に行うことで、名義相違による振込不能を防止することができます。 

（ただし、金融機関によっては取扱いがない場合もあります。）   
 
（５）改姓にかかる学校の事務担当者への報告について 

 給与振込口座名義が新姓で登録できた際は、学校の事務担当者に報告してください。 

       ※学校事務担当者はシステムに⽒名変更を⼊⼒する場合や「給与⼝座等振込申出・変更申出書」を 
学校総務サービス課に提出する時は、給与スケジュールを確認してください。 

 
  

・⽉初までに⽒名
変更の登録 

・給与⽀給後、当⽉
⽉末までに⾦融 
機関⼝座名義変更 

学校事務 職員⽒名変更 学校総務サービス課 
（依頼） 

給与等振込口座の名義を変更する場合はご注意を！ 

⼤阪府教育庁学校総務サービス課 
⼩中学校グループ 

旧姓使⽤者の場合、 
システムの操作依頼 


